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   経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、 
国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、国が定めた国家戦略特別区域において 
規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定める。 

国家戦略特別区域法の概要 

 
 
 
                   

国家戦略特別区域法 

① 平成25年12月7日     成立 
 

② 平成25年12月13日     施行 
 

③ 平成26年5月1日   国家戦略特別区域の指定 

                 (関西圏:大阪府、兵庫県、京都府)   

国家戦略特別区域法の概要 

   経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、 
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内閣総理大臣 

国家戦略特別区域諮問会議 

国家戦略特別区域会議 

【構成員】 

 ・国家戦略特区担当大臣 

 ・関係地方公共団体の長 

 ・内閣総理大臣が選定した民間事業者 

【区域計画に記載する事項】 

 ・国家戦略特別区域の名称 

 ・特定事業の内容及び 

    実施主体に関する事項 

 ・特定事業ごとの特例措置の内容 

 ・その他、必要な事項 

議長：内閣総理大臣 

議員：内閣官房長官 

    内閣総理大臣が指定する国務大臣 

    民間有識者 

特別区域ごとに設置 

認 定 

国家戦略特別区域計画 



2 

国家戦略特別区域法の概要 
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歴史的建築物の活用 

医   療 

道路の占用基準の緩和 
⇒ 道路空間の利用による都市の魅力向上 

容積率等の特例 
⇒ 居住を含め都市環境を整備 

滞在施設の旅館業法の適用除外 
⇒ 外国人の滞在ニーズへの対応 

世界から資本・人材を呼び込む 
国際的ビジネス環境の整備 

国際的ビジネス拠点の形成 

イノベーションによる高度医療の 
開発及び実用化の促進 

医療等の国際的 
イノベーション拠点の形成 

農業等の改革による 
産業競争力の強化 

革新的な農業等の 
産業の実践拠点の形成 

国家戦略特区のイメージ 

   経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、 
国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、国が定めた国家戦略特別区域において 
規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定める。 

都市計画法等の特例措置 

 世界と戦える国際都市の形成を図るために必要な施設（住宅、オフィスビル、コンベンション施設等）
の立地を促進するため、特定事業を区域計画に記載して内閣総理大臣の認定を受けることにより、 
都市計画の決定等や事業に係る許認可等がなされたものとみなすこととする。（ワンストップ処理） 

区域会議で、必要な都市計画決定や 
許認可等について協議 

都市計画の決定や許認可等の内容を 
計画に記載 

国家戦略特別区域会議は、区域計画に 

特定事業を記載するときは、 

   ○  その旨を公告し、 

   ○  特定事業に関する事項の案を 

      公衆縦覧（２週間） 

   ○  管轄の都市計画審議会に付議し、 

          その議を経る 

国家戦略特別区域計画の作成 

内閣総理大臣の認定 計画の認定をもって 
都市計画決定や許認可等がなされたとみなす 

事業の実施 
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建築基準法の特例措置 

 「グローバル企業等のオフィスに近接した住宅等の整備を推進することで、産業の国際競争力の強化
及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、住宅の容積率の緩和を行うものである。 

区域会議で、住宅の容積率の特例等 
について協議 

住宅の容積率や用途緩和のワンストップ特例 
の内容を計画に記載 

住宅の容積率を緩和することにより、グローバル企業
等のオフィスに近接した住宅の整備を促進 

国家戦略特別区域計画の作成 

内閣総理大臣の認定 

事業の実施 

特例の内容 

  都心居住のための住宅の容積率の特例 

【区域計画に定める内容】 
・都心居住の促進を図る区域    ・敷地の規模 
・住宅の容積率の最高限度     ・空地の要件 

都市計画審議会に付議 

都市計画で定めた容積率を緩和 


